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議  案  第 １７号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

（仮称）道の駅姫路整備運営事業者審査委員会条例について 

 

（仮称）道の駅姫路整備運営事業者審査委員会条例を次のように制定する。 

 

（仮称）道の駅姫路整備運営事業者審査委員会条例 

（設置） 

第１条 市長の附属機関として、（仮称）道の駅姫路整備運営事業者審査委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、（仮称）道の駅姫路整備運営事業に係る契約

候補者の選定に関する事項について審議し、及び審査し、その結果を市長に答申す

るものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 学識経験を有する者 

 ⑵ 団体経営及び財務管理について専門的な知識を有する者 

 ⑶ 各種団体から推薦された者 

 ⑷ 市その他関係行政機関の職員 

 ⑸ その他市長が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
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３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （委員会の会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 会議は、これを非公開とする。 

（意見聴取） 

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説

明又は意見を聴くことができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、産業局において処理する。 

 （補則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

附 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  （失効） 

 ２ この条例は、第２条の規定による答申が行われた日限り、その効力を失う。 

  （招集の特例） 

 ３ 最初に招集される会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 
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議  案  第 １８号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

姫路市国民健康保険条例（昭和３４年姫路市条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

 第１１条第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

 第２６条の２第２項中「雇用保険受給資格者証」の次に「又は同令第１９条第３項

に規定する雇用保険受給資格通知」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の出

産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時

金の支給については、なお従前の例による。 
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議  案  第 １９号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

 姫路市福祉医療費助成条例（昭和４８年姫路市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第１条中「乳児」を「乳幼児」に改める。 

第２条第５号中「乳児」を「乳幼児」に、「１歳」を「３歳」に改め、同条第６号

中「幼児等」を「こども」に、「１歳」を「３歳」に、「９歳」を「１５歳」に改め

、同条第７号中「こども」を「高校生等」に、「９歳」を「１５歳」に、「１５歳」

を「１８歳」に改め、同条第８号中「幼児等及びこども」を「こども及び高校生等」

に改め、同条第１０号中「乳児」を「乳幼児」に、「監護する」を「監護し、又はそ

の生計を維持する」に改める。 

第３条第１項中「当該乳児及び当該こども等の保護者に対して当該医療の給付に係

る被保険者等負担額に相当する額を、並びに当該重度障害者（当該重度障害者が未成

年者である場合には、当該重度障害者の保護者）、当該母子家庭の母等、当該父子家

庭の父等、当該遺児の保護者及び当該高齢期移行者に対して」及び「、それぞれ」を

削り、同項第３号中「当該高齢期移行者」を「高齢期移行者」に改め、同号を同項第

４号とし、同項第２号中「当該母子家庭の母等、当該父子家庭の父等及び当該遺児」

を「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父等（以下この号において「ひとり親等」と

いう。）又は遺児」に、「これらをこの号において「保護者等」という。」を「遺児

が成年者であり、かつ、自ら生計を維持する者である場合にあっては、本人」に、「
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（保護者等」を「（当該ひとり親等又は遺児の保護者」に、「当該保護者等」を「当

該ひとり親等又は遺児の保護者」に改め、同号ア及びイ中「乳児」を「乳幼児」に改

め、同号を同項第３号とし、同項第１号中「当該重度障害者（当該重度障害者」を「

重度障害者（重度障害者」に、「場合には」を「場合にあっては」に改め、同号ア及

びイ中「乳児」を「乳幼児」に改め、同項中第１号を第２号とし、同号の前に次の１

号を加える。 

⑴ 乳幼児又はこども等の保護者（こども等が成年者であり、かつ、自ら生計を維

持する者である場合にあっては、本人） 被保険者等負担額に相当する額（高校

生等に係る入院以外の療養にあっては、当該高校生等の保護者に現に監護し、又

は生計を維持する乳幼児及びこども等並びに生計を維持する子（以下「被生計維

持者」という。）が３人以上ある場合に限る。） 

第３条第４項中「同項各号」を「同項第２号から第４号まで」に改め、「（重度障

害者でないこども、母子家庭の子でないこども、父子家庭の子でないこども及び遺児

でないこどもの保護者は除く。）」を削り、同条第５項第５号中「遺児の生計を維持

する者」の次に「（遺児が成年者であり、かつ、自ら生計を維持する者である場合に

あっては、本人）」を加え、同項第６号中「こども等（３歳の誕生日の属する月の末

日を経過していない者を除く。以下この条において同じ。）」を「こども等の保護者

に被生計維持者が１人又は２人ある場合であって、当該こども等」に改め、同条第６

項中「（重度障害者でないこども、母子家庭の子でないこども、父子家庭の子でない

こども及び遺児でないこどもの保護者は除く。）」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、市長が告示で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第２条及び第３条の規定は、この条例の施行の日以後に

行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われる医療に係

る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 
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議  案  第 ２０号   

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

 姫路市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成３１年姫路市条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

 第６条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第１条第２

項に規定する家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をい

う。以下同じ。）に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指

定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に

支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児

童への保育に併せて従事させることができる。 

 第７条に次の１項を加える。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼

保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所して

いる障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児

の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させ
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ることができる。 

 第４１条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第４１条の２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児

童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者 

、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所で

の生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他

指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条に

おいて「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに 

、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければ

ならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安

全計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第４１条の３ 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及

び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法によ

り、障害児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこ

れと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を

有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそ

れが少ないと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車に

ブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項

に定める所在の確認（障害児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 
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 第４７条を次のように改める。 

第４７条 削除 

 第６０条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は

幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所

している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害

児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させ

ることができる。 

 第６３条中「、第４７条」を削る。 

 第６８条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼

保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所

している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害

児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させ

ることができる。 

第９７条及び第１０２条中「第３９条の２」の次に「、第４１条の２、第４１条

の３第１項」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正後の

第４１条の２（第５９条、第６３条、第７７条、第８４条、第８５条、第８９条

、第９７条及び第１０２条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、「

実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなけれ

ば」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 
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３ この条例による改正後の第４１条の３第２項（第５９条、第６３条、第７７条、

第８４条、第８５条及び第８９条において準用する場合を含む。）の規定の適用

については、指定児童発達支援事業者において障害児の送迎を目的とした自動車

を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の

車内の障害児の見落としを防止する装置（以下この項において「ブザー等」とい

う。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和

６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この

場合において、障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児童発

達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障害児の所在の確認を行

わなければならない。 
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議  案  第 ２１号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市旅館業法施行条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

 姫路市旅館業法施行条例（平成１５年姫路市条例第３号）の一部を次のように改正 

する。 

 第２条第１項第２号中「第２９条に規定する」を「第３１条第１項の規定により指

定された」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２２号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 

姫路市保健所使用料及び手数料徴収条例（平成１２年姫路市条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第２項第４９号中「４９０円」を「５９０円」に、「１６０円」を「２６０

円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２３号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 姫路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年姫路市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後

児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職

員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業

所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この

条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに

、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ
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ばならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及

び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法によ

り、利用者の所在を確認しなければならない。 

 第１３条の次に次の１条を加える。 

(業務継続計画の策定等 )  

第１３条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条におい

て「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

 第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正後の

第７条の２の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずる
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よう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ

ば」と、「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。 
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議  案  第 ２４号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例について 

 

姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のように制定する。 

 

姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

姫路市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年姫路市

条例第６８号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条において同じ。）は、児童

の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に

対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安

全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を

策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者

に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

－ 15 －



変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 児童福祉施設は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他

の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼

その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認

しなければならない。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並び

にこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他

利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められ

るものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の

児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（児

童の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１０条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所してい

る者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及

び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。 

 第１３条を次のように改める。 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する

支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓
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練を定期的に実施する」に改める。 

 第１５条第１項中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。 

附則第２条中「乳児４人以上を入所させる保育所に係る」を削り、「准看護師」の

次に「（以下この条において「看護師等」という。）」を加え、同条に次のただし書

を加える。 

  ただし、乳児の数が４人未満である保育所については、子育てに関する知識と経

験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保

育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例による改正後の

第７条の２（保育所に係るものを除く。）の規定の適用については、同条中「講じ

なければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とある

のは「実施するよう努めなければ」と、「周知しなければ」とあるのは「周知する

よう努めなければ」とする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ この条例による改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、保育所にお

いて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車

に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置（以下この

項において「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難

な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備え

ないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に

運行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わ

なければならない。 
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議  案  第 ２５号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

姫路市子ども・子育て会議条例（平成２５年姫路市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

第２条第１号中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２６号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

姫路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例（平成２６年姫路市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、同項第１

号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第１９条第

１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３

項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を「同条第

２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

号イ（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ（イ）

中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 
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第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条

第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条

第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「 

第１９条第２号」に、「同項第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改める。 

 第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３

号」に改める。 

 第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号

」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９

条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第３号」

を「同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第

２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条

第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 第５３条第６項中「「行わない」と」の次に「、「交付する」とあるのは「得る」

と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項において準用する前項各号」と」を、

「第４項中」の次に「「第２項」とあるのは「第６項において準用する第２項」と、

」を加える。 
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   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  

－ 21 －



議  案  第 ２７号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

姫路市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年姫路市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第８条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、法第１４条第６項に規定する園児の保育に直接従事する職員につ

いては、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、そ

の行う保育に支障がないときは、この限りでない。 

 第９条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所（以下「保育室等」

という。）については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場

合であって、その行う保育に支障がないときは、この限りでない。 

第１２条を次のように改める。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条 幼保連携型認定こども園は、感染症や非常災害の発生時において、園児

の教育及び保育を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該
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業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 幼保連携型認定こども園は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 幼保連携型認定こども園は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

附則第５条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（幼保連携型認定こども園

の職員の数等に係る特例）」を付し、同条の次に次の１条を加える。 

第６条 第１８条第３項の表備考第１項に定める者については、当分の間、１人に限

って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師（以下

「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし、満１歳未満の園児

の数が４人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識と

経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同項

に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課

程に基づく教育に従事してはならない。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ２８号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例について 

 

姫路市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例を次のように制定する。 

 

姫路市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例 

姫路市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年姫

路市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第８条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的

保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼

児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その

他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事

業所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画 

」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。 
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４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のた

めの移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児

の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することがで

きる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳幼児の送迎

を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に

備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこ

れと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）

を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落

としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の

降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１１条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、

同条ただし書を削る。 

 第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ この条例による改正後の第８条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育

事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合で

あって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落とし

－ 25 －



を防止する装置（以下この項において「ブザー等」という。）を備えること及びこ

れを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当

該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送

迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置

に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 
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議  案  第 ２９号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を 

定める条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を 

定める条例の一部を改正する条例 

姫路市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平

成３０年姫路市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中第９項を第１１項とし、第８項を第１０項とし、第７項を第９項とし、

第６項の次に次の２項を加える。 

７ 認定こども園は、子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子ども

の移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼そ

の他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を

確認しなければならない。 

８ 認定こども園は、通園を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並び

にこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその

他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認

められるものを除く。）を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の

子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認

（子どもの降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 附則中第９項を第１０項とし、第８項を第９項とし、附則第７項の表に次のよう
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に加える。 

附則第７項 第６条第１項の規定により置かなけれ

ばならない保育士の資格を有する者 

看護師等 

 附則中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 第６条第１項の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者につい

ては、当分の間、１人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は

准看護師（以下「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし、満

１歳未満の子どもの数が４人未満である認定こども園については、子育てに関する

知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ 認定こども園において、この条例による改正後の第１４条第８項に規定する自動

車を運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子

どもの見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えることにつき

困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を

備えて同条第７項に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合に

おいて、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子ど

もの所在の確認を行わなければならない。 
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議  案  第 ３０号   

令和 ５年 ２月２０日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市立幼保連携型認定こども園条例等の一部を改正する条例につ

いて 

 

 姫路市立幼保連携型認定こども園条例等の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

   姫路市立幼保連携型認定こども園条例等の一部を改正する条例 

 （姫路市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正） 

第１条 姫路市立幼保連携型認定こども園条例（平成２７年姫路市条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

  附則第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

別表姫路市立的形こども園の項の次に次のように加える。 

姫路市立大塩こども園 姫路市大塩町２０７７番地５ 

（姫路市立保育所条例の一部改正） 

第２条 姫路市立保育所条例（平成２７年姫路市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第１号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

別表姫路市立大塩保育所の項を削る。 

 （姫路市立学校条例の一部改正） 

第３条 姫路市立学校条例（昭和３９年姫路市条例第１１号）の一部を次のように改

正する。 

  別表第２中「姫路市立大塩幼稚園  姫路市大塩町汐咲二丁目２０番地２」を削

る。 
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附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、令和５

年４月１日から施行する。 

⑴ 第１条中姫路市立幼保連携型認定こども園条例附則第２項の改正規定 

⑵ 第２条中姫路市立保育所条例第３条第１号の改正規定 
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                         議  案  第 ３１号   

                         令和 ５年 ２月２０日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例の一部を改正する条      

   例について 

 

 姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

   姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例の一部を改正する条      

   例 

 姫路市ホテル等の建築等の適正化に関する条例（平成２１年姫路市条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第２号ア（エ）中「第２９条」を「第３１条第２項」に、「博物館に相当す

る施設」を「指定施設」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３２号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例につい

て 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例 

姫路市建築確認申請手数料等徴収条例（平成１２年姫路市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第２２号の次に次の１号を加える。 

(22)の２ 建築基準法第５２条第６項第３号の規定に基づく建築物の容積率に関す

る特例の認定の申請に対する審査 建築物の容積率の特例認定申請手数料 ２７

，０００円 

第２条第１項第２６号の次に次の１号を加える。 

(26)の２ 建築基準法第５５条第３項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の

許可の申請に対する審査 建築物の高さの特例許可申請手数料 １６０，０００

円 

第２条第１項第２７号中「第５５条第３項各号の規定に基づく建築物の高さの」を

「第５５条第４項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る」

に、「建築物の高さの許可申請手数料」を「建築物の高さに関する制限の適用除外に

係る許可申請手数料」に改める。 

第２条第１項第２９号の次に次の１号を加える。 

(29)の２ 建築基準法第５８条第２項の規定に基づく高度地区内における建築物の

高さに関する特例の許可の申請に対する審査 高度地区内における建築物の高さ
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の特例許可申請手数料 １６０，０００円 

第２条第１項第４０号中「第８５条第５項」を「第８５条第６項」に改め、同項第

４０号の２中「第８５条第６項」を「第８５条第７項」に改め、同項第４５号の２の

２中「第８７条の３第５項」を「第８７条の３第６項」に改め、同項第４５号の２の

３中「第８７条の３第６項」を「第８７条の３第７項」に改め、同項第７４号ク中「

であって」の次に「、低炭素基準適合証が添付されておらず、かつ」を加え、同号中

クをケとし、キをクとし、カをキとし、同号オ中「いない」を「おらず、かつ、誘導 

仕様基準により算出しない」に改め、同号中オをカとし、エの次に次のように加える。 

オ 建築物全体に係る低炭素建築物新築等計画である場合（住宅部分に限る。）

であって、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産

業省令・国土交通省令第１号。以下この号、第７９号、第８２号及び第８５号

において「省令」という。）第１０条第２号イ（２）及び同号ロ（２）に規定

する基準（以下この号及び第８２号において「誘導仕様基準」という。）によ

り算出するときは、床面積の合計が、３００平方メートル未満のものにあって

は３８，０００円、３００平方メートル以上２，０００平方メートル未満のも

のにあっては６６，０００円、２，０００平方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満のものにあっては１２５，０００円、５，０００平方メートル以上

１０，０００平方メートル未満のものにあっては１７８，０００円、１０，０

００平方メートル以上２５，０００平方メートル未満のものにあっては３２２

，０００円、２５，０００平方メートル以上５０，０００平方メートル未満の

ものにあっては５２０，０００円、５０，０００平方メートル以上のものにあ

っては９１５，０００円 

第２条第１項第７９号ア中「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成

２８年経済産業省令・国土交通省令第１号。以下この号、第８２号及び第８５号にお

いて「」及び「」という。）」を削り、「以下「」を「以下この号、次号及び第８５

号において「」に、「第８０号」を「次号」に改める。 

第２条第１項第８２号中ケをサとし、クをコとし、キをケとし、同号カ中「ある」

を「誘導仕様基準によらない」に改め、同号中カをクとし、同号オ中「ある」を「誘 
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導仕様基準によらない」に改め、同号中オをカとし、同号カの次に次のように加える。 

キ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る性能向上計画で誘導仕

様基準によるときは、一戸建ての住宅以外の住宅の床面積の合計が、３００平

方メートル未満のものにあっては３７，０００円、３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満のものにあっては６６，０００円、２，０００平方

メートル以上５，０００平方メートル未満のものにあっては１２６，０００円

、５，０００平方メートル以上１０，０００平方メートル未満のものにあって

は１８１，０００円、１０，０００平方メートル以上２５，０００平方メート

ル未満のものにあっては３２８，０００円、２５，０００平方メートル以上５

０，０００平方メートル未満のものにあっては５３３，０００円、５０，００

０平方メートル以上のものにあっては９４０，０００円 

第２条第１項第８２号エの次に次のように加える。 

オ 適合証が添付されていない場合で、住宅建築物に係る性能向上計画で誘導仕

様基準によるときは、一戸建ての住宅の床面積の合計が、２００平方メートル

未満のものにあっては２０，０００円、２００平方メートル以上のものにあっ

ては２２，０００円 

 第２条第１項第８５号オ中「第１条第１項第２号イ（２）（ⅰ）」を「第１条第１

項第２号イ（２）」に改め、同号カ中「基準適合認定申請で」の次に「モデル住宅基

準又は」を加え、同号キ中「省令第１条第１項第２号イ（２）（ⅱ）及びロ（２）に

規定する基準（以下この号において「フロア入力基準」という。）」を「モデル住宅

基準」に改め、同号ク中「フロア入力基準」を「モデル住宅基準」に改め、同号ケ中

「若しくはフロア入力基準」を削り、同号コ中「、フロア入力基準」を削る。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３３号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

姫路市営住宅管理条例（平成９年姫路市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表第１号の表中 

「 

を削る。 

」 

別表第２号の表中 

「 

 

を 

 

」 

「 

に改める。 

」 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

手柄住宅 姫路市飯田６４７番地 

城東町住宅 

手柄住宅 

姫路市城東町１２４番地１ 

姫路市飯田６４７番地 

姫路市手柄１０３番地 

城東町住宅 姫路市城東町１２４番地１ 
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                         議  案  第 ３４号  

                         令和 ５年 ２月２０日   

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   姫路市下水道条例の一部を改正する条例について 

 

姫路市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

姫路市下水道条例の一部を改正する条例 

姫路市下水道条例（昭和３５年姫路市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項の表終末処理場で下水を処理している区域の款前処理場処理汚水の

項中「２，０００円」を「２, ２３０円」に、「２００円」を「２２３円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１３条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の使

用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

 （使用料の特例） 

３ 令和５年４月１日から令和９年３月３１日までの間の使用に係る終末処理場で下

水を処理している区域の前処理場処理汚水の使用料については、第１３条第１項の

表中「２ ,２３０円」とあるのは「２ ,０００円」と、「２２３円」とあるのは「

２００円」として、同表の規定を適用する。 
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                         議  案  第 ３５号   

                         令和 ５年 ２月２０日  

 

                      姫路市長  清 元 秀 泰    

 

姫路市消防団条例の一部を改正する条例について 

 

 姫路市消防団条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

   姫路市消防団条例の一部を改正する条例 

 姫路市消防団条例（昭和２５年姫路市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第１号中「３，５００円」を「４，０００円（姫路市家島町消防団

にあっては、６，０００円）」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議  案  第 ３６号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

契約の締結について 

 

姫路市営市川住宅（第３期）高層建替（電気）工事について、下記のとおり請負契

約を締結したい。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 

記 

 

工 事 名 姫路市営市川住宅（第３期）高層建替（電気）工事 

工 事 場 所 姫路市市川台二丁目１番地 

工 期 令和７年８月２９日限り 

契 約 金 額 ２２２，４２０，０００円 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契約の相手方 

姫路市南条４３１番地２ 

 栄藤電気株式会社 

  代表取締役 榮藤 高士 
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議  案  第 ３７号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

契約の締結について 

 

姫路市営市川住宅（第３期）高層建替（機械）工事について、下記のとおり請負契

約を締結したい。 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り提出する。 

記 

 

工 事 名 姫路市営市川住宅（第３期）高層建替（機械）工事 

工 事 場 所 姫路市市川台二丁目１番地 

工 期 令和７年８月２９日限り 

契 約 金 額 ３１１，３００，０００円 

契 約 の 方 法 一般競争入札 

契約の相手方 

姫路市花田町加納原田７３２番地１０ 

 高見設備株式会社 

  代表取締役 中野 豊大 
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議  案  第 ３８号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

包括外部監査契約を下記のとおり締結したい。 

地方自治法第２５２条の３６第１項の規定により提出する。 

記 

１ 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契 約 の 始 期 令和５年４月１日 

３ 契 約 金 額 １４，９００，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 監査の結果に関する報告提出後に一括払い 

５ 契約の相手方 住所  

          氏名 合田 幹孝 

          資格 公認会計士 
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議  案  第 ３９号 

令和 ５年 ２月２０日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

土地改良事業の計画の概要を定めることについて 

 

土地改良事業の計画の概要を下記のとおり定めたい。 

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第２項の規定により提出す

る。 

                 記 

１ 地区名 皿池（姫路市飾東町豊国） 

２ 事業の施行に係る地域の所在及び現況 

⑴ 所在 姫路市飾東町豊国の一部 

⑵ 現況 受益面積 農地約１．９ヘクタール 

３ 事業の基本計画 

⑴ 主要工事 堤体工 １式 

洪水吐工 １式 

取水施設工 １式 

仮設工 １式 

⑵ 予定工期 令和５年４月から令和９年３月まで 

⑶ 環境との調和についての配慮 

ため池等の整備に際しては、周辺景観や生物生息環境に配慮するものとする。 

４ 費用の概算 ２４２，０００千円 

５ 事業の効果 ため池の決壊を未然に防止し、農業用水の確保と農業経営の安定 

を図る。 

６ 計画概要図 別図のとおり 
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受益面積(1.9ha)

被害面積(9.3ha)

凡　例

別図 
計画概要図 

 
位置図 S=1/10,000 

 
 
  

皿池 
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計画平面図 S=1/1,000 

 
 

 
 
 
 

標準断面図 S=1/250 
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